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津久見市の地形

本市は、大分県の南東部に位置し、豊後水道に面した海沿いの都市であり、北に臼杵市、南に佐
伯市と境を接し、東西に 28km、南北に 12km、総面積 * は 79.48㎢となっています。

豊後水道に面した津久見湾の湾口部を囲うようにして半島部の典型的なリアス海岸が伸び、それ
をさらに鎮南山、姫岳、碁盤ケ岳、彦岳といった 600 ～ 700 ｍの山地が三方から馬蹄型に囲んでいます。
島しょ部は、四浦半島の延長に保戸島、長目半島の延長に地無垢島、沖無垢島と合計 3 島があります。
美しいリアスの海岸線が山地斜面のミカン栽培の段々畑とコントラストをなしており、色とりどりの
風光明媚な景観を構成しています。また、山地部に広がる石灰岩地帯の鉱山は、本市ならではの独特
な景観を織りなすとともに、基幹産業（石灰石・セメント産業）を支える貴重な資源として利用され
ています。

本市は、比較的温暖な気候に恵まれ、台風の襲来や冬の厳しい季節風から守られており、自然災
害も少ない都市と言われてきましたが、平成 29 年台風第 18 号では、市内を流れる津久見川、青江
川や徳浦川が氾濫するなど、市全域で多くの市民が甚大な被害を受けました。

  * 津久見市の総面積 79.48㎢：国土地理院令和 3 年 10 月全国都道府県市区町村別面積調

都市の現況
（１）自然的条件
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① 人口の推移
本市の人口推移をみると、令和 2 年国勢調査人口で 16,100 人となっており、平成 12 年から 20 年

間で約 7,000 人の減少がみられます。隣接する臼杵市、佐伯市と比較しても、本市の人口減少率が高
い状態となっています。また、世帯数と世帯人員も減少し続けており、平成 12 年以降の世帯人員数
は県平均値と同等の値を示しております。

（２）人口・世帯数

資料：令和 2 年国勢調査

② 年齢別人口
本市の年齢別人口の推移をみると、65 歳以上の人口が著しく増加する一方で 0 ～ 14 歳と 15 ～

64 歳の人口が減少しています。令和 2 年の年齢別人口をみると、65 歳以上の高齢者人口構成比は県
平均値以上となっています。また、隣接している臼杵市、佐伯市もほぼ同じ状況となっており、これ
ら隣接都市と比較しても 15 ～ 64 歳の人口構成比が若干低くなっています。

人口と世帯数の推移 平均世帯人員数（大分県比）

年齢別人口 年齢別人口（令和 2 年）の県内比較

資料：令和 2 年国勢調査

資料：令和 2 年国勢調査資料：令和 2 年国勢調査
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③ 人口密度
平成 27 年において、保戸島地区の人口密度が 50 人 /ha を下回るなど、徐々に人口が減少し、人

口密度が低下しています。また、JR 津久見駅周辺は、都市機能・公共交通の利便性が特に高いエリ
アであるにも関わらず、他地区と比較しても特に人口が集積されているとは言えません。これは、居
住者の高齢化のほか、狭小で老朽化した土地や建物によって、人口が郊外に拡散していることが考え
られます。

平成 27 年人口密度

④ 流出流入人口
〇〇〇…

（2 月 28 日公表予定、データ待ち）

資料：令和 2 年国勢調査

（2 月 28 日公表予定、データ待ち）
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① 商業
本市の商業動向は、事業所数、従業者数ともに減少傾向となっています。特に、事業所数は一貫

して減少しており、平成 28 年では平成 9 年のほぼ半数にまで減少しています。従業者数については、
平成 19 年にやや増加したものの、平成 28 年では平成 9 年の約 4 割減少しています。また、年間販
売額は平成 14 年に急激に下がっているものの、平成 19 年以降は増加傾向にあります。

（３）産業

② 工業
本市の工業は、リアス海岸を利用した天然の良港と豊富な石灰岩の産出を生かして、大分県の発

展に寄与する役割を果たしてきました。
本市の工業の推移をみると、出荷額については、平成 14 年から平成 22 年までの間に増減を繰り

返しながらもある程度の数字を保っていましたが、平成 22 年から令和 2 年にかけて急激な増減が続
いています。事業所数は大きな変化は見られないものの、減少傾向にあります。従業者数は平成 14
年から令和 2 年までの 17 年間で増減を繰り返しています。また、令和 2 年における製造品出荷額構
成比をみると、本市で最も出荷額の多い製造品は、窯業土石（セメント）で全出荷額の 8 割以上を占
めており、次いで一般機械、食料品となっています。

工業の推移

資料：津久見市統計書

資料：津久見市統計書

商業の推移
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資料：令和元年度の大分県統計年鑑

漁業の経営体数の推移

資料：平成 22 年度～令和元年度の大分県統計年鑑

林業の状況

○ 林業
本市の林業については、平成 24 年から令和元年まで林野面積 4,951ha を保っており、そのすべて

を民有林が占めています。

③ 農林漁業
○ 農業

農業は、古くからミカンを主体とした柑橘類の生産が中心となっており、他都市と違って水田が
ないという特徴を持っています。耕地面積は年々減少しており、平成 22 年で 411ha であった耕地面
積は、令和 2 年には 288ha まで減少しています。

各年翌 1 月 1 日単位：経営体

※海区ならびに漁業地区

○ 漁業
漁業は、津久見湾や豊後水道を主要漁場とした多獲性魚や高級魚を対象にしたまき網、刺網、一

本釣、小型底びき網等の沿岸漁業、保戸島を基地とする近海・遠洋マグロ漁業及びブリやヒラメ等の
養殖漁業に大別され、魚種は豊富です。近年では、本マグロの養殖も行われています。また、限りあ
る水産資源を守り育てる資源管理型漁業が積極的に進められています。

本市内の漁業経営体数は、大分県の経営体数の 1 割強で推移を続けており、年によって増減はあ
るものの徐々に減少しています。

耕地面積

資料：津久見市統計書

各年度末時点
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（４）土地利用

資料：津久見市統計書

土地利用状況の推移

本市の土地利用の構成をみると、その他の土地利用（採掘場等）が多いほか、その他の土地利用
以外は変化が少ないという特徴がみられます。

単位：km²

土地利用状況の推移
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基本事項

面積事業

市域

鉄道

都市計画区域

用途地域

土地区画整理事業

（５）市街地開発事業及びその他の開発動向

市街地開発事業位置図

資料：大分県の都市計画（資料編）

土地区画整理事業実施状況

本市では、10 地区の土地区画整理事業が都市計画決定され、現在まで 9 地区の事業が完了してい
ます。

令和 3 年 3 月 31 日現在
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令和 3 年 3 月 31 日現在

令和 3 年 3 月 31 日現在

① 都市計画法
○ 都市計画区域・用途地域

本市では、行政区域の約 63％に対して都市計画区域が指定されており（指定面積 4,997ha）、この
うち約 12％の 588ha に対して用途地域が指定されています。用途地域の内訳は、住居系用途地域が
半分以上を占めており、次いで工業系用途が多くなっています。

（６）法規制指定状況

用途地域指定状況

都市計画区域・用途地域指定状況の比較

資料：大分県の都市計画（資料編）

資料：大分県の都市計画（資料編）

別府※ 別府国際観光温泉文化都市建設計画
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③ 自然公園法
本市には、自然公園法に基づく自然公園が２箇所指定されています。これら自然公園は、本市の

地域特性の１つでもあるリアス海岸を中心に指定されています。

資料：大分県環境白書（令和2年度版）

自然公園法の状況

② 農業振興地域の整備に関する法律
本市の農業振興地域は令和 3 年度で 5,534ha が指定されており、そのうち 790ha が農用地区域に

指定されています。

※津久見市のみの面積

（７）交通

① 道路
本市では、市内を通過する国道 217 号が都市の骨格となっており、そこから半島部や谷地に向かっ

て県道が延びる構造となっています。
リアス海岸に沿って延びる県道や山地部を連絡する道路については、屈曲部が多く、幅員が狭隘

な箇所も多いため、日常的な通行において不便な状況が見られるほか、道路寸断時には代替道路を持
たないエリアも残されています。

また、JR 日豊本線が市街地を南北に分断する形で通過しており、その大半は踏切交差となってい
ます。

津久見市交通網図

津久見駅

日代駅

津久見港

津久見
I  C

JR

JR

5 ㎞2 ㎞0

N

高速道路

鉄道

国道

県道

用途地域界

行政区域

凡例
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自動車交通量

資料：平成 27 年度交通センサス

平成 27 年度 交通センサス交通量

2,763
0.52

8,065
1.04

2,439
0.29

12,931
1.91

5,273
0.70

6,684
0.70

8,995
0.91

3,457
0.63

3,606
0.47

2,373
0.35

412
0.09

833
0.07

412
0.09

1,239
0.18

混雑度

混雑度

昼間 12 時間自動車類交通量 用途地域界 行政区域



13

第 1 章　現況・課題の整理

② 港湾
本市では、市街地の中心に津久見港が位置しており、保戸島や無垢島へと定期便が運航しています。

また、津久見港は重要港湾（※）に位置づけられており、国の海上輸送網の拠点として利用されてい
ます。

津久見港の取扱貨物量は大分港に続いて県内で２番目に多く（約 23,500 万フレート ･ トン※）、
取扱貨物量の内訳でみると内貿が全体の約 86％を占めています。

港湾取扱貨物量

※フレート・トン（Freight Tonnage）：貨物運賃計算の基礎となる貨物の単位で、運賃トンともいう。
※重要港湾：港湾法第 2 条第 2 項で「国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重
大な関係を有する港湾」

資料：令和元年港湾統計

資料：令和元年港湾統計

港湾取扱貨物量

単位：フレート・トン
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③ 鉄道
本市には、JR 日豊本線が通っており、市内には JR 津久見駅と JR 日代駅があります。
鉄道は、公共交通機関の軸として都市の発展や特産品の物流に寄与するとともに、通勤通学者や

観光客に利用されています。

駅の利用状況の推移

資料：津久見市統計書

④ バス
本市には、5 路線のバス路線が通っており、日常の足として市民に利用されています。しかしながら、

バス利用者は年々減少しており、平成 22 年と令和 2 年で比較すると 5 割以上減少しています。

市内バス（各路線毎）の利用状況の推移

資料：津久見市統計書

⑤ 離島航路
本市には、保戸島・無垢島を結ぶ２つの離島航路があり、島民の重要な生活航路となっていますが、

利用者数は減少傾向となっています。

離島航路（各路線毎）の利用状況の推移

資料：津久見市資料

単位：百人

単位：人

※ 12 歳未満については 2 人で 1 人とカウント

単位：人
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（８）都市基盤整備状況

① 都市計画道路
本市では、18 路線が都市計画道路として指定されています。計画の決定延長は 32,788m で、この

うち 23,475m で整備が完了していますが、JR 津久見駅周辺などに整備が進んでいない道路もありま
す。( 整備率約 71.6％ )

資料：津久見市資料

都市計画道路整備状況 令和 4 年 3 月 31 日現在

N

基本事項

都市計画道路

市域

鉄道

用途地域

改良済

未整備

概成済

都市計画区域

資料：津久見市資料

都市計画道路整備状況

未改良

都市計画決定延長
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② 都市計画公園
本市では、街区公園 11 箇所、近隣公園 3 箇所、地区公園 1 箇所の合計 15 箇所の公園が都市計画決

定されており、都市計画公園の整備率は約 92.4％となっています。

都市計画公園整備状況 令和 3 年 3 月 31 日現在

計画（ha） 供用（ha） 整備率 当初決定

街区公園 1.94 1.94 100.0%

2.2.1 警固屋児童公園 0.17 0.17 100.0% S32.12.19

2.2.2 セメント町児童公園 0.10 0.10 100.0% S32.12.19

2.2.3 徳浦仲よし児童公園 0.08 0.08 100.0% S32.12.19

2.2.4 えびす児童公園 0.34 0.34 100.0% S48.12.28

2.2.5 徳浦公園 0.33 0.33 100.0% S48.12.28

2.2.6 宮本東児童公園 0.15 0.15 100.0% S48.12.28

2.2.7 宮本西児童公園 0.12 0.12 100.0% S49.  8. 9

2.2.8 高洲幼児公園 0.05 0.05 100.0% S50.11.11

2.2.9 西ノ内児童公園 0.07 0.07 100.0% S58.  3. 2

2.2.10 千怒児童応援 0.32 0.32 100.0% S58.  3. 2

2.2.11 広浦児童公園 0.21 0.21 100.0% H 4.  7.13

近隣公園 4.50 4.50 100.0%

3.3.1 大友公園 1.10 1.10 100.0% S32.11.19

3.3.2 宗麟公園 0.90 0.90 100.0% H 5.  3.19

3.3.3 つくみん公園 2.50 2.50 100.0% H15.  3.11

地区公園 6.70 5.70 85.1%

4.4.1 宮山公園 6.70 5.70 85.1% S51.10. 8

総合公園

- - - - - -

運動公園

- - - - - -

特殊公園

- - - - - -

広域公園

- - - - - -

公園 計 13.14 12.14 92.4%

緑地 計 - - -

資料：大分県の都市計画（資料編）

③ 下水道
本市の公共下水道は、都市計画区域内の 318.1ha が排水区域に計画決定されており、このうち

291.9ha で整備が完了しています。( 整備率約 91.8％ )

④ 上水道
上水道事業における給水区域内現在人口に対する現在給水人口で表される普及率は約 98％となっ

ています。上水道事業の水源は、市の中心部にあり、青江川水系、津久見川水系の地下水を主に取水
しています。
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イルカ島の様子 港まつりの花火

① 観光
本市の観光入込客延人数は平成 22 年まで伸び悩んでいたものの、平成 23 年のつくみイルカ島開

業以来増加傾向にあり、平成 30 年には約 40 万人まで達しています。イルカ島へは、県内の他に、
福岡県や宮崎県など、東九州自動車道沿道からの来訪者が多くなっています。

また近年は、つくみん公園、四浦半島河津桜観光、保戸島への日帰り・団体旅行等の来訪者も増
加傾向にあります。

（９）その他、保全・活用すべき資源等

津久見市の観光入込数の推移 ( 平成 13 年～令和 2 年 )

資料：津久見市資料

H.13 H.14 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H.30 R.1

日帰り観光客数（延べ人数） 宿泊数（延べ宿泊数）

H.13 H.14 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 H.28 H.29 H.30 R.1 R.2

日帰り観光客数（延べ人数） 宿泊数（延べ宿泊数）
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② 文化財等
本市には、国天然記念物に指定されている「尾崎小ミカン先祖木」、県天然記念物に指定されてい

る「姥目のウバメガシ」をはじめ、市指定の天然記念物、文化財、史跡が各地に分布しています。
指定文化財の状況 令和 3 年 3 月 31 日現在

尾崎小ミカン先祖木 姥目公園ウバメガシ

津久見扇子踊り 大友宗麟公墓
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都市の特性・問題点と課題のまとめ22
これまで捉えてきた都市の現況から、本市における都市づくりに関する特性や
問題点をまとめたものを示します。

① 人口減少と地域産業の活性化

第 5次津久見市総合計画や津久見市総合戦略に基づき、少子高齢化、人口減少社会に対応する
取組を進めてきましたが、いずれにも歯止めをかけることは叶わず、転出超過の状況は依然とし
て続いている状況です。特に若い世代の転出超過の状況は男女共に顕著であることから、安価な
住宅環境の提供や、生活利便性の向上などによって、「本市に住みたい、住み続けたい」と思われ
る魅力あるまちづくりが求められています。また、人口減少に比例し、地域産業における従業者
数や生産額も横ばい若しくは減少傾向にあり、地域産業の活性化と雇用創出に強力に取り組んで
いく必要があります。

本市は、東九州の大動脈である東九州自動車道、一般国道 217 号平岩松崎バイパスの全線開通、
海運も含めた恵まれた交通立地条件により、将来的にも東九州地域の経済圏の拠点となる可能性
も秘めています。平坦部が少なく、宅地も少ないという地理的制約もありますが、市有地・民有
地を問わず土地利用を積極的に進め、企業誘致・立地、観光産業の育成、安価な住宅地造成等に
つなげ、都市まちづくりの基盤を構築することで、人口減少に歯止めをかけていかなければなり
ません。
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② 新庁舎・街なか観光拠点の一体的整備による市中心部 ( 中心市街地 ) の位置づけ

築 63 年を経過し老朽化が著しい現市庁舎の建て替えは大きな行政課題となっており、現在、
令和 2年 1月に策定した「津久見市新庁舎建設基本計画」に基づき、「新庁舎建設設計等業務」を
実施しています。この新庁舎建設は、津久見港埋立地の市有地において、街なか観光拠点との一
体的な整備を目指し、さらには周辺環境の整備を進めることで、公共施設を含めた都市機能や交
流機能の集積を図ることとしています。

また、現在実施している「都市再生整備計画事業」において、JR 津久見駅から概ね半径 1㎞以
内を「滞在快適性等向上区域」( まちなかウォーカブル区域 ) と定めていますが、新庁舎と街なか
観光拠点の一体的整備を機に、このエリアを市中心部 (中心市街地 ) と位置づけ、このエリアを中
心 ( 核 ) とした、これまでにはない新しい都市を創造するといった理念のもと魅力的な都市まちづ
くりを進めていく必要があります。
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③ 道路網整備と公共交通ネットワークの形成

道路網については、東九州自動車道、国道 217 号、県道佐伯津久見線等の広域・都市連携路線
について、国や大分県に対し更なる機能強化・維持に向けた働きかけを強化していくことと、市
中心部と周辺地域を結ぶ幹線道路を整備し、市内のどの地域に居住しても移動利便性が高く、快
適な生活環境を維持できるよう努めていくことが重要です。

そして、人口減少や高齢化などにより、利用者の減少に歯止めがかからない状況となっている
路線バスや鉄道、離島航路など市内を運行（航）する公共交通機関の利用促進については、新庁
舎や街なか観光拠点の一体的整備を機に、新たな交通結節点整備を検討するなど、市民全体の課
題として取組を進めていく必要があります。
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④ 災害に強いまちづくり

本市は、地形的に平地が少ないため、限られた土地に人口が密集しており、それらのエリアは、
津波、河川氾濫、土砂災害等のリスクがあります。また、地形・地質条件等からがけ崩れ、地すべり、
土石流等が発生しやすいとも言われています。

近年では、全国各地で甚大な被害を伴う災害が毎年のように発生しており、本市でも平成 29
年台風第 18 号の豪雨により、市内全域で浸水や冠水等の甚大な被害が発生しました。
大雨や台風による洪水被害だけでなく、今後発生されると予想されている南海トラフ巨大地震

にも備え、津久見港埋立地に津波避難ビル機能や防災拠点としての機能を兼ね備えた新庁舎を整
備することとしています。大規模災害が発生しても被害を最小限に抑えられるよう、事前防災と
減災の考え方を念頭に置き、「津久見市国土強靭化地域計画」、「津久見市地域防災計画」等の関連
する計画との整合性を図り、災害に強いまちづくりを推進していく必要があります。
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⑤ 自然・産業景観の活用

本市においては、海辺を「日豊海岸国定公園」、丘陵地を「豊後水道県立自然公園」に指定さ
れた豊かな自然の中に、農業や漁業そして鉱工業から生まれた独自の産業景観を有しています。
マグロ漁業基地として栄えた「保戸島」の漁港・集落景観や市街地には、石灰の岩肌がむきだし
になった採掘場跡や鉱山の眺望、産業用パイプライン、大型運搬船の停泊する港など迫力ある鉱
業景観が形成されています。
また、平成 29 年台風第 18 号災害からの復興・復旧の取組の一つとして推進している「津久見

川景観まちづくり計画」、本市のシンボルとなる新庁舎・街なか観光拠点施設のデザインなど、「津
久見らしい」景観形成を目指していく必要があります。今後は、本市の持つ景観の魅力への理解
や保全など景観意識を市全体で醸成しつつ、「津久見らしい」景観について市民のなかで共通認識
を高める活動を推進していくことが必要です。
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⑥ 住民主体のまちづくり

本市では、つくみん公園のコンテナ 293 号や中心商店街内の Cafe1/2 の整備を実施した「津久
見観光周遊性創出事業」や市中心部のまちづくりについて、数多くのワークショップ等を行ってき
ました。また、地区社協、自主防災組織、防犯パトロールや交通安全などの地域活動も活発に行わ
れています。

さらに、小学校区や伝統芸能、桜観光等を通じた地域コミュニティも発達しており、住民主体
のまちづくりの機運は醸成されていると言えます。

今後は、このような取組を継続するとともに、中学生や高校生などの若い世代の参画、大学等
との連携、ボランティア団体の育成等に努め、行政と住民との協働参画による住民主体のまちづく
りをこれまで以上に推進していく必要があります。


